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主な変更点 

 

変更点は以下の通りです。 

画面名 区分 対象施設 変更内容 

単価マスタ 追加 保育所、幼稚園、認定こども園 
小学校接続加算 単価区分追加対応  

(３月分のみの加算項目) 

単価マスタ 追加 

保育所、認定こども園（幼保連携型）、

小規模保育事業（A 型、Ｂ型、Ｃ型）、

事業所内保育事業（Ａ型） 

おむつ持参負担軽減助成及び 

おむつ以外の物品持参負担軽減助成追加 

(３月分のみの加算項目) 

単価マスタ 追加 全施設種別 障害区分名称変更(特別支援児童⇒個別支援児童) 

 

 小学校接続加算 単価区分追加対応 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○ 小学校接続加算 単価区分追加対応について  (３月分のみの加算項目) 

対象施設：保育所、幼稚園、認定こども園 

令和６年度の制度改正に伴い、小学校接続加算の単価区分が２区分に変更されました。 

令和７年３月分のご請求時には、単価区分をご確認のうえご請求をお願いいたします。 

 

〇単価マスタ 

「加算部分②」にある「小学校接続加算」が「有①（要件Ⅰ～Ⅱ）」または「有②（要件Ⅰ～Ⅲ）」に変更可能になりました。 

実施状況に応じて「有①（要件Ⅰ～Ⅱ）」または「有②（要件Ⅰ～Ⅲ）」にご変更ください。 

※制度詳細につきましては「令和６年度説明テキスト（公定価格・向上支援費・延長保育事業・補足給付事業）」をご参照ください。 

 

 

 

 おむつ持参負担軽減助 及び おむつ以外の物品持参負担軽減助成追加 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○ おむつ持参負担軽減助 及び おむつ以外の物品持参負担軽減助成追加について  (３月分のみの加算項目) 

対象施設： 保育所、認定こども園（幼保連携型）、小規模保育事業（A型、Ｂ型、Ｃ型）、事業所内保育事業（Ａ型） 

令和６年度の向上支援費制度改正に伴い、ソフトの「施設・事業所情報」内に３月分のみの加算項目である 

「おむつ持参負担軽減助成」及び「おむつ以外の物品持参負担軽減助成」 を新設しました。 

令和７年３月分のご請求時には、単価区分をご確認のうえご請求をお願いいたします。 

※制度の詳細は、「にもつ軽がる保育園事業（登園時の持ち物負担軽減助成）の助成要件等について」 

  （令和６年６月２８日付こ保運第 459号）をご参照ください。 
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〇単価マスタ及び請求方法 

1. 「おむつ持参負担軽減助成 」及び「おむつ以外の物品持参負担軽減助成」に該当する場合、 

選択項目を「有」にして  登録[F1]  をクリックします。 

 

2． 毎月の給付費作成処理を行います。 

3． 給付費作成(施設)画面の「おむつ負担軽減助成１」及び「おむつ以外の負担軽減助成 1」に 

「登園時の持ち物負担軽減助成審査結果通知書」に記載のとおり、 請求金額を入力します 

4．   登録[F1]  をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 おむつ以外の負担軽減助成１の入力金額について 
「（２）保護者が保育等に必要な物品を持参しないことにつな
がる取組」の助成決定額を入力します。 

補足 登園時の持ち物負担軽減助成について  
「（３）助成決定額合計」の欄は使用しません。 

補足 おむつ負担軽減助成１の入力金額について 
「（１）保護者がおむつを持参しないことにつながる取組」 の 
合計額（①＋②）を入力します。 
 
①施設事務費分の助成決定額 
②保護者負担軽減分の助成決定額 
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 障害区分名称変更(特別支援児童⇒個別支援児童) 
初期設定メニュー  

⇒ 単価マスタ 

 

○年齢配置基準を下回る減算人数の小数点入力対応 

対象施設：全施設種別 

 

「特別支援児童加算」の表記を「個別支援児童加算」に変更しました。 

なお、本変更は制度改正を伴うものではありませんので、過誤再請求は不要です。 

 

 


